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令和７年５月１２日 

松葉第一小学校いじめ防止基本方針について 

柏市立松葉第一小学校 

いじめ防止対策委員会 

１．基本理念 

「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の

人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて

行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」を

いう。   

いじめの防止等のための対策は、 

（１）いじめが本校の全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の

活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずにいじめが行われないようにすることを

旨として行う。 

（２）全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを

放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題

に関する児童等の理解を深めることを旨として行う。 

（３）いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重

要であることを認識し、本校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下に行う。 

基本的方針として学校は、 

（１）本校の基本理念及び柏市の基本方針をもとに、学校におけるいじめの防止等のための対策に関す

る基本的な方針を策定する。また、これを学校ホームページにて公表する。 

（２）より実効性の高い取り組みを実施するため、策定した基本方針が実情に即して機能しているかを

点検し、必要に応じて見直しを行う。 

（３）いじめの早期発見、早期対応を行うとともに、教職員の不適切な発言や体罰がいじめを助長する

可能性があることを踏まえ、その根絶を全職員の共通理念とする。 

 

２．組織及び組織図 

（１）本校【いじめ防止対策委員会】は、いじめ防止対策推進法第二十二条に規定されている「学校に

おけるいじめの防止等の対策のための組織」として、日頃からいじめの問題等、生徒指導上の課題

に関して組織的に対応するための委員会である。 

（２）本委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。 

①学校いじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施。具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正。 

②いじめの相談・通報の窓口。 

③いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動に係る情報の収集・記録・共有。 

④いじめの疑いに係る情報を入手した場合、緊急会議を開き、いじめの情報の迅速な共有、関係児

童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定、保護者との連携を行う。 
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（３）組織図 

【未然防止・早期発見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適切な見立て・早期対応】 

《いじめ対策委員会》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．いじめの未然防止について 

（１）自己存在感が味わえる学級づくり 

児童生徒一人ひとりの違いを認め、尊重し合う共感的人間関係づくりを大切にし、発達段階に即 

して、思いやりや友情、協力等の道徳的価値を内面的に自覚できるよう言葉かけを行っていく。ま

た、授業を始め、学校生活のあらゆる場面において、他者と関わる機会を工夫し、それぞれの違い

を認め合う仲間づくりを行う。その中で、「こんなに認められた」「人の役に立った」という経験を

通して、児童の成長に繋げていく。 

 

（２）児童、保護者への啓発活動 

保護者に対しては、学校での理念、学校の取り組み、学校行事、児童の活動などについて定期的

に学校便りやホームページ等で知らせていく。また、いじめに対しての取り組みや実態を公表して

いく。 

児童に対しては、全校集会など全体の場において校長・生徒指導担当がいじめについての話をす

る。各学級担任も道徳の授業や学校生活の中で、日頃からいじめに対しての指導を繰り返し行って

いく。また、児童会活動の中で、いじめの未然防止の取り組みについて考える場を設ける。『自己指

導能力の獲得を目指したわかる授業の推進』、千葉県の『いのちを大切にするキャンペーン』『いじ

めゼロ宣言』に取り組む。委員会の取り組みとしてポスター等を掲示し、啓発していく。また現代

の実状に即し、インターネットトラブルに巻き込まれないように、「情報リテラシー教育」、高学年

を中心として、SOS の出し方に関する教育や「ネットトラブル・ネットいじめ」に遭わない為の講

習会等を行う。 
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（３）教職員の研修（教務・研究主任） 

・長期休業中を利用し、理論研修を行う。 

 人権教育について 

 教職員の生徒指導研修 

 外部機関による講演 

 特別支援教育校内委員会を学期に一回開催 

・基本方針を策定する中で、テーマに分け協議を行う。 

 

（４）道徳教育（道徳教育推進教師） 

・低学年：（人とともに） 

気持ちのよいあいさつ、言葉遣い、動作などに心掛けて、明るく接する。 

幼い人や高齢者など身近にいる人に温かい心で接し、親切にする。 

友達と仲良くし、助け合う。 

・中学年：（人と関わって） 

礼儀の大切さを知り、だれに対しても真心をもって接する。 

相手のことを思いやり、進んで親切にする。 

友達と互いに理解し、信頼し、助け合う。 

・高学年：（人とつながって） 

時と場をわきまえて、礼儀正しく真心をもって接する。 

だれに対しても思いやりの心をもち、相手の立場に立って大切にする。 

互いに信頼し、学び合って友情を深め、男女仲良く協力し、助け合う。 

謙虚な心をもち、広い心で自分と異なる意見や立場を大切にする。 

 

（５）児童会等子どもたちの自主的な活動（特活主任） 

・ふれあい活動（縦割りの活動） 

 ・児童会イベント 

・音楽集会（学年・クラスの活動） 

  

（６）配慮を要する児童への対応 

   ①外国にルーツのある児童生徒の対応 

言語や文化の差異から、学校での学びにおいて困難を抱える場合も多いことに留意して、そ

れらの差からいじめが行われることがないよう、教職員、児童、保護者等の外国人児童に対す

る理解を推進していく。 

   ②家庭環境等に特別な事情がある児童への対応 

虐待や貧困等、特別な事情を抱えている児童については、不安や葛藤、劣等感、欲求不満等

が潜んでおり、そのことがきっかけでいじめの加害者にも被害者にもなりえるため、スクール

ソーシャルワーカー等を活用して、必要に応じて関係機関と連携しながら対応していく。 

③性別違和や性的指向・性自認に係る児童への理解と対応 

学校生活を送る上で特有の支援が必要な場合があることから、性的指向・性自認に関する人

権教育の推進や個別の事案に応じ、スクールカウンセラー等を活用しながら、児童の心情等に

配慮した対応をする。 

 

年に数回取り組み、児童同士

のかかわりを持たせる。 
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④東日本大震災等により被災した児童又は原子力発電所事故による避難している児童への理解

と対応 

被災児童が受けた心身への多大な影響や慣れない環境への不安感等を教職員が十分に理解

して、当該児童に対する心のケアを適正に行い、細心の注意を払いながら、被災児童に対する

いじめの未然防止・早期発見に取り組む。 

⑤感染症等に関する人権の配慮と対応 

感染症等の感染者や感染症の対策および治療にあたる医療従事者等に関係する児童に対し

て、偏見やいじめが起こらないよう、学校全体で注意深く見守り、いじめの未然防止に取り組

む。また、不安やストレスを抱えている場合はスクールカウンセラー等を活用して、必要に応

じて関係機関と連携しながら対応する。 

   ⑥ウクライナ情勢等をめぐる児童生徒への適切な対応 

 ウクライナ情勢等の関係国を出自とすることを理由に、関係する児童生徒に対して、差別等    

の不当な扱いによるいじめが起こらないよう、学校や関係機関で注意深く見守り、いじめの未

然防止に取り組む。また、発達段階に応じて、学校生活のあらゆる場面を通じて人権教育の推

進に努める。 

   ⑦宗教等との関わりに起因する問題を背景とした児童生徒への理解と対応 

 宗教に関することのみを理由として消極的な対応をすることはなく、課題を抱える児童生徒  

の早期発見、支援に努める。また、心のケアを図る必要があると考えられる事案があった場合

には、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと共にチーム学校として、教育相

談に取り組み、児童相談所等の関係機関と緊密に連携し、必要な支援を行う。 

 

４．いじめの早期発見について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担任による個別面談 

学年主任へ報告・相談 生徒指導主任へ報告・相談 

管理職へ報告・相談 保護者へ報告 

児童へのアンケート実施・回収（各学期末の定期実施） 

・記名・無記名の選択を可とする。 

・担任が直接配布し、全員実施する。その後、担任が直

接回収する。 

・実施後のアンケートは、内容をすぐに確認する。アン

ケート結果は、担任だけでなく複数の目でチェック

する。その後、アンケートにチェックがあった児童、

面談を希望する児童については、担任と個別面接を

行う。 
 

そうだんボックス（開かれた相談窓口として常設） 

・相談したい先生へあてた手紙をいつでも書ける。 

・相談があった場合、傾聴姿勢をもって面談を行う。 

教育相談 

・児童や保護者に必要性に応じて、 

適宜実施する。 

・担任、部活動顧問から声を掛け、相

談する場合もある。 

・STANDBY アプリの周知 

（５、６年生） 

いじめのサインを見逃さない 

・学級全体の雰囲気 

・児童の表情や言動の変化 

・特定の児童への対応の差異 
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※内容によっては、このフローに則らず、対応する。 

※アンケート等の保存期間は、児童生徒や保護者から、長期間の経過後にいじめの重大事態の申し

立てがなされることもあり得ることを踏まえ、国のガイドラインや柏市立小中学校の管理規則に

則り、指導要録と同様に実施年度の末から５年間とする。 

 

５．いじめの相談・通報の体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．いじめを認知した場合の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※被害児童の保護者への連絡は、学校での対応や対策を講じてから迅速に行う。 

 

 

 

 

 

いじめ可能性発覚 

担任 

生徒指導主任 学年主任 

校長 

教頭 いじめ対策委員会 

発見者（学年、委員会、部活動など） 時系列を含む事実を正確につかむ。（５W１H） 

把握した事実を記録に残す。 

一人で抱えずに、すぐに相談・報告する。 

生徒指導・特別支援教育部会 

関係機関 

該当児童への聞き取り 

必要があれば、外部機関へと通報する。 

いじめの可能性を探り、未然に防ぐのが

目的である。 

いじめ認知 

担任 

生徒指導主任 学年主任 

校長 

教頭 いじめ防止対策委員会 

教育委員会指導課 

発見者（学年、委員会、部活動など） 時系列を含む事実を正確につかむ。（５W１H） 

把握した事実を記録に残す。 

一人で抱えずに、すぐに相談・報告する。 

関係機関 

被害児童への聞き取り 

担任 保護者 いじめの加害者が被害者や通報者

に対して圧力をかけないよう、聞き

取りの場所、時間を協議してから決

定する。 

事実確認を慎重に行ってから、加害

児童の保護者へいじめの事実を通

知する。 
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７．いじめの指導について 

【児童】 

いじめを受けた児童 

「一次対応」 

・いじめの事実関係を正確に把握する。 

・児童の安全の確保と全面的な支援をする。 

・管理職・関係職員、保護者への報告・連絡・相談を行う。 

 

「二次対応」 

・保護者や関係機関と連携を図りながら、児童を支援する体制を整える。 

① いじめ防止対策委員会においていじめを受けている児童の指導・援助の方策を立てる。 

② 支援の体制及び方針について、全職員で共通理解する。 

③ いじめを受けている児童と信頼関係が最もできている職員を担当者とする。 

④ 担当となった職員が中心となって、児童を支援する。 

⑤ 児童にかかわりの深い職員数名で、日常的な指導や援助に対しサポートをする。 

 

「三次対応」 

・いじめを受けた児童の学級及び集団への適応を促進する。陰湿ないじめが続いているケースもある

ので、チェックリスト等を活用した日常的な観察や、定期的なアンケート調査の実施を行い、継続

して十分な配慮を行う。また、スクールカウンセラー等の協力のもと、個別プログラムを検討する

必要がある。 

・いじめにより、児童の心身の安全が脅かされるようなおそれがある場合は、別室登校や保護者の転

出希望がある場合はその措置についても配慮する。 

 

いじめを行う児童 

「一次対応」 

・いじめの事実と経過を、複数の職員で確認する。 

・冷静かつ客観的に事実と経過を確認する。複数の職員で同時に、かつ個別に事実と経過を聴く。事

実関係の確認は「いつ、どこで、誰が、何をした（言った）か」を記録する。 

・管理職・関係職員、保護者への報告・連絡・相談を行う。 

 

「二次対応」 

・いじめの態様により指導方針を立案し、職員間の共通理解を図る。 

 

「三次対応」 

・いじめを行う背景（何らかのストレス、成長過程での親子関係の在り方）を見つめる。 

・いじめは決して許されないことを理解させる。 

・共感的人間関係づくりに努め、所属意識や自己存在感が高まるような取り組みを継続して行う。 

 

その他の児童 

観衆・傍観者児童に対しても適切な指導を行う。 

「共感的人間関係づくりに努める」 
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・互いを認め、尊重し合う共感的人間関係をつくることが大切である。発達段階に即して、思いやり

や友情、協力等の道徳的価値を内面的に自覚させるようにする。 

 

「自己存在感が味わえる学級づくりに努める」 

・児童一人一人に活躍の場をつくることが大切である。「できた・わかった」を実感できる授業の創造

や係活動など一人一人が自己存在感を味わえるような工夫を心がける。 

 

「全員が当事者であることを理解させる」 

・いじめを受けた心の痛みや苦しみを理解させるとともに、見て見ぬふりをしたり、はやし立てたり

する行為も、いじめと同様であることを理解させる。 

 

【保護者】 

「一次対応」（緊急対応） 

・発見したその日のうちに、家庭訪問等で保護者と面談（複数対応）し、事実関係を伝える。 

・学校の指導方針を伝え、今後の対応について協議する。 

・保護者の話を傾聴し、つらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。 

 

「二次対応」（短期対応） 

・継続して家庭と連携を取りながら、解決に向かって取り組むことを伝える。 

・新たに分かった事実や今後の指導方針を伝える。 

※問題の深刻さや他の児童生徒への影響を考慮して、学級や学年もしくは全校での保護者会を開催

することも考えられる。 

 

「三次対応」（長期対応） 

・家庭で子どもの変化に注意してもらい、どんな些細なことでも相談するよう伝える。 

・解消したと考えられる場合も、必要に応じて継続的に家庭へ連絡を取る。 

・年度が替わった場合も、児童の情報を確実に引き継ぐ。 

※法は、いじめの要件をいじめられている児童生徒の主観を重視した定義に立っているので、保護者

には保護者会等で、具体的事例に即して法第２条の「いじめの定義」の共通理解を促し、どんな小

さないじめも初期段階から見過ごさない姿勢を共有する。 

 

被害児童の保護者への対応 

・保護者の立場を熟慮し、誠意をもって対応する。 

・保護者と直接会い、事実を正確に伝える。 

・新しい事実がわかった時や、指導方針などは逐次報告する。 

・学校生活・家庭生活の情報交換を積極的に行い、児童の変容を把握する。 

 

加害児童の保護者への対応 

・事実関係、今後の学校・学級としての対応や指導の内容・方法を正確に直接伝える。 

・保護者との信頼関係を築きながら協働して問題解決に当たる。 

・暴力や金銭強要があった場合には、毅然と対応する。 
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その他の保護者への対応 

・誤った情報の流布や情報の錯綜が生じないよう配慮する。 

・説明会等を行う場合は、早急に行うことが必要である。 

 

ネットいじめへの対応 

・ネットトラブルに対して、誠意を持って対応する。ただし、当事者（書き込みされた被害者、書き込

んだ加害者、場を提供しているサービス業者）ではないので、削除や発信者情報開示の代行は厳禁と

なる。※訴訟となった場合、「被告」になる恐れがある。（弁護士法第７２条「非弁行為」禁止） 

 

８．重大事態への対処について 

重大事態が起こった時には、学校は柏市教育委員会と協力して事態に対応する。その際、決して事

実を隠すことなく、いじめを受けた児童を最後まで守り抜くことを前提に取り組む。 

法第２８条は、いじめにより、児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると

認めるとき、及びいじめにより児童生徒が相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い

があると認めるときを重大事態として、速やかな対処を求めている。その判断基準を事例として、以

下のように示す。 

① 児童生徒が自殺を企画した場合 

・自殺を企画したが軽傷で済んだ。 

② 心身に重大な被害を負った場合 

・暴行を受け、骨折した。 ・投げ飛ばされて脳震盪となった。 

③ 金品等に重大な被害を被った場合 

・複数の児童から金品を強要され、総額１万円を渡した。 

④ 精神性の疾患を発症した場合 

・心身外傷後ストレス障害と診断された。 

⑤ いじめにより転学等を余儀なくされた場合 

・欠席が続き（重大事態の目安である３０日には達していない）当該校へは復帰できないと判断し転

学した。 

 

【 対応フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担任 

生徒指導主任 学年主任 

校長 

教頭 

市長 

いじめ防止対策委員会 

教育長 
℡:7191-7210 

発見者 

柏警察署 

℡:7148-0110 

保護者 

スクールロイヤー 
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※緊急時には、臨機応変に対応する。柏市教育委員会への報告は、一報後、改めて文書により報告    

する。 

※当該児童に対しては、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。 

※重大ないじめ事案や児童の生命、身体又は財産に、重大な被害が生じる恐れがある犯罪行為と認

めれた場合には、法第２３条６項に基づき、直ちに柏警察署生活安全課及び千葉県柏児童相談所

に相談・通報を行い、支援を要請する。 

 

９．公表、点検、評価等について 

【公表】基本方針については、松葉第一小学校ホームページにおいて公表する。変更・追記があった

場合には、更新する。 

【評価】毎年度末に「松葉第一小学校いじめ防止基本方針」の評価を職員全員、保護者、児童対象の

生活アンケート（学校評価）で行い、訂正や追記を行う。 

【点検】訂正や追記した箇所を含め、いじめ防止対策委員会で点検し、次年度への取り組みをまとめ

る。 

 

１０．いじめの相談・通報体制について 

 

柏市教育委員会の相談窓口一覧 

相談窓口名称 内容 主催 電話番号 受付時間 その

他 

やまびこ電話

柏 

未成年のお子さん、保護者の方を対

象に、学校、友人関係、家庭に関する

ことについて、電話相談を行ってい

ます。 

少年補導セ

ンター 

０４－７１６６－

８１８１ 

午後１時

～午後７

時 

平 日

対応 

少年補導セン

ター電話相談 

青少年の問題行動（非行など）で悩み

を持つ保護者の方や教員を対象に、

電話や面接による相談を受け付けて

います。 

少年補導セ

ンター 

０４－７１６４－

７５７１ 

午前９時

～午後５

時 

平 日

対応 

幼児教育・学校

教 育 相 談

  

幼児・小学生・中学生の学業、不登校、

交友関係、親子関係、発達に関するこ

とについて、面接相談、電話相談を行

っています。 

児童生徒課 ０４－７１３１－

６６７１ 

（受付・予約） 

０４－７１３１－

６６１５ 

（電話相談） 

午前９時

～午後４

時 

平 日

対応 

教育支援セン

ター「きぼうの

園」（柏市青少

年センター敷

地内） 

小学生・中学生を対象とした不登校

支援として、学習指導や基本的生活

習慣の改善のための相談などを行っ

ています。 

児童生徒課 教育支援センター 

「きぼうの園」 

０４－７１３３－

９４００ 

午前９時

～午後４

時 

平 日

対応 
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教育支援セン

ター（豊四季

台、増尾台、大

津ヶ丘、柏たな

かの４カ所） 

教育支援センター 

柏たなか（田中北

小内） 

０４－７１３１－

５５７１ 

 

午前９時

～午後４

時 

平 日

対応 

 

千葉県の相談窓口一覧 

相談窓名称 主催 電話番号 受付時間 その他 

東葛飾教育相談室 千葉県教育庁 

東葛飾教育事務

所 

東葛飾研修所 

０４－７１２４

－９７７９ 

電話相談 

午前９時～午後５

時 

来所相談 

午前９時～午後５

時 

要電話予約 

毎週月火木金曜

日 

（祝祭日を除

く） 

子どもと親のサポートセ

ンター教育相談 

千葉県教育委員

会子どもと親の

サポートセンタ

ー 

電話相談 

０１２０－４１

５－４４６ 

来所相談 

０１２０－４１

５－４４６ 

ファックス 

メール相談 

午前９時～午後９

時 

いじめ相談は２４

時間受付 

予約受付 

午前９時～午後５

時 

０４３－２０７－

６０４１ 

saposoudan@ 

chiba-c.ed.jp 

メール相談には

必ず件名に「相

談」と記入 

ヤングテレホン 

及び面接相談 

千葉県警察 

少年センター 

０１２０－７８

３－４９７ 

電話相談 

午前８時３０分～ 

午後５時１５分 

来所相談 

午前８時３０分～ 

午後５時３０分 

要電話予約 

毎週月曜日～ 

金曜日 

（祝祭日を除

く） 

 


